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（お近くの消費生活センターにつながります）

公式LINEに登録してね

今月のテーマ

フィッシング詐欺

事 例 ・マイナポイントをすでに受け取っていたが、さらに２万円
分もらえるというメールが届いた。

・メールはマイナポイント事務局からのものであったので、
正規の連絡だと思い、記載のURLにアクセスした。

・しばらくして、クレジットカード会社から第三者に５万円
使われたと連絡があった。

・クレジットカードの番号などの個人情報を入力する欄が
表示されたので、入力した。

アドバイス

いやや

に注意!

フィッシング詐欺対策のチェックリスト

□日頃利用していても信用せず、正規のサイトで注意情報

 を確認する

□記載されているURLにはアクセスしない

・事業者や公的機関等のSMSやメールが届いたら

□IDやパスワード、クレジットカード番号を入力しない

□入力した後に気づいた場合は、カード会社に連絡し、同じ

パスワードを使い回しているサービスを含め、全て変更する

・もしかしてフィッシング詐欺？と思ったら

□セキュリティーソフトを活用する

□クレジットカードやインターネットバンキングの利用明細を

こまめに確認する

□利用限度額を必要最低限の金額にする

・日頃からの対策

マイナポイント事務局

件名：ポイントプレゼントの
お知らせ
内容：
マイナポイントがさらに

２万円分もらえます!

お申込みは下のボタンから↓

そ
う
な
ん
だ…

入
力
っ
と…

カード会社

実在する事業者名を装うメール
やSMS（ショートメッセージ）で

本物そっくりの偽サイトに誘導し、
IDやパスワード、クレジットカード情

報などの個人情報を盗み取る
手口の詐欺です。

お申込み
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